
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          令和３年１月２９日 

光が丘第二中学校 学校だより 

ＴＥＬ ０３（３９７６）９２０２ 

「食品ロス」について考える 

                                    校長  山田 美鈴 

 コロナウイルスに関するニュースが後を絶たない状況ですが、何より医療現場で休みなく働かれていら

っしゃる方々の献身的なご努力に心から敬意を表するとともに、少しでもお力になれることがあれば・・・

という切実な思いを抱くばかりです。 

 そこで先日本校の 1 年生が練馬区内の病院で働かれていらっしゃる皆様宛に、感謝のお手紙を送りまし

た。手紙を書くことで自分自身の日々の行動に責任を持つことが、緊迫した医療が少しでも和らぐことにつ

ながるという認識を強くもつきっかけになると思います。本校生徒の一人一人の思いが現場に届き、少しで

も医療に従事される方々の心の支えになることを祈っています。 

 一人一人の自覚という意味では「SDGｓ」（持続可能な開発目標）への意識も同様です。 

 先日本校の生徒会が生徒会誌「HAND IN HAND」で節電について訴えていました。生徒会の前本部

役員も「SDGｓ」について詳細にまとめたものを全校に訴えており、高度で深みのある内容に驚きました。

今回も地道な取組から地球環境を守るというダイナミックな構想に感心しています。本校は区内でもトッ

プを争うくらいの節電校です。こういった生徒主体の取組は今後も継続していきたいものです。 

 さて「ＳＤＧｓ」の観点から今回は食品ロスについて考えてみたいと思います。国連は「2030年までに

小売り・消費レベルにおける世界全体の 1 人当たりの食糧廃棄を半減させる」との具体的な目標を掲げま

した。現在の食品ロス傾向が続くと 2030年までに飢餓人口が世界で 

8億４千万人に達すると推定されています（ＷＦＰ調査による）。 

 それに対し国内の食品ロスはどのくらいかというと、年間 612万 

トン（平成 29年度、農林水産省による調査）と推計され、毎日 1人 

当たり茶碗 1杯分が捨てられている計算になるとのことです。食品ロ 

スを減らすためには家の食生活を家族全員で考え直す必要があります。 

消費者庁は、家庭で食品ロスをなくす基本として「買い物時は必要な 

分だけ買うよう心掛ける」、「料理の際は食べきれる量を作る」、「食事 

の際はおいしく食べる」ことを訴えています。 

 最近では飲食店などで売れ残りの料理や賞味期限が近づいた食品を安価に購入できるサイトなどのスマ

ートフォンアプリが誕生しています。販売者側は食材を捨てずに済み、消費者側は食品を安く買えるなど、

環境にも経済的にもやさしい仕組みができています。 

 また食品を買い過ぎてしまった際には、生ものを除いた賞味期限内の保存食であれば「フードバンク」（未

使用の食品の寄付を受け付け、必要とする個人や福祉施設などに届ける）を利用することも食品ロスにつな

がっていくでしょう。 

 学校給食で考えると、今のように寒い時期には全校で牛乳が何と１日３０個も残ってしまう状況があり

ます。節電に協力できる本校だからこそ食品ロスにも積極的に取り組んでいくべきであると考えます。 

 「粟一粒は汗一粒」（粟一粒であっても、その収穫のためには汗一粒にあたる労力がかけられているのだ

から、無駄にしてはいけない）ということわざがあります。生産者に思いを馳せ、「いただきます」という

感謝をもち、食を大切にすることから、世界規模の飢餓にも目を向けてほしいと思っています。 

 



 

生徒の活躍 

第六十回 東京都中学校書き初め紙上展出品予定者  

1年 １名 

2年 ２名  

3年    ６名 

 

 

第六十八回 練馬区小中学校連合書きぞめ展入賞者 

（※本年度は、美術館での展示はありません） 

1年 ４名        

2年 ４名 

3年 ４名 

 

 

        （校内書写展の様子） 

タブレット端末を全生徒に配布しました                    

練馬区では、多様化、複雑化が進む社会において生徒がこれまで以上に「自ら考え主体的に行動でき

る力」を身に付けるためのツールとして、全生徒にタブレットを配布することとなりました。様々な学習活動

においてタブレットを活用し、調べ学習や生徒同士の学び合いを充実させていきます。貸与であることをご

理解いただき、取扱いに注意し、活用してください。 

練馬区いじめ一掃プロジェクト              

「いじめ防止標語」 入選 ２年生 

 昨年のふれあい月間に合わせて、いじめについて考え「いじめ防止標語」作成に全校で取り組み、

本校代表生徒の作品が、練馬区いじめ防止実践事例発表会で入賞されることになりました。入賞者

の作品は、令和３年２月１７日（水）から２６日（金）まで練馬区役所本庁舎 1階アトリウムに展

示されます。                         

■２月の主な行事予定■ 

    １日（月）全校朝礼 

４日（木）安全指導  

８日（月）文化芸術体験（2年） 

10日（水）私立一般入試 始 

12日（金）漢検 

13日（土）新入生入学説明会 

１７日（水）専門・中央委員会 

21日（日）都立学力検査 

24日（水）学年末考査～２６日（金） 


